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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(１)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

・法令・定款の遵守をコンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュア

ルにより徹底させます。

・内部通報規程に基づき、社内・社外の窓口としてのコンプライアンス担当部

門及び社外通報機関を活用することで、法令及び定款違反等による不祥事の

早期発見、自浄プロセスの稼動及び風評リスク対策を進めています。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、警察及び顧問

弁護士と連携し、断固とした姿勢で臨み、関係を一切遮断します。
　

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、その他の重要な

決裁に係る情報、財務に係る情報、リスク及びコンプライアンスに関する情

報・文書については、文書管理規程等の社内規程に基づき記録・保存及び管

理を行い、必要な関係者が閲覧できる体制を整備します。
　

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティー等にかかるリ

スクの管理については、それぞれの対応部署にて規則・ガイドラインを定め

るものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、代表取締役に報

告し、代表取締役は速やかに「危機管理委員会」にて対応します。

・内部監査部門の内部監査により法令及び定款違反、その他の事由に基づき損

失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容

及びそれらがもたらす損失の程度等について直ちに代表取締役及び常勤監査

役へ通報します。
　

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・月１回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、重要事項の決定並び

に取締役の業務執行状況の監督等を行っています。

・取締役会とは別に経営会議を毎月開催し、取締役会の議論を充実させるべく

事前審議を行うとともに、業務執行に関する基本事項及び重要事項に関して

迅速に的確な意思決定を行っています。

・取締役についてはその経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応で

きるように任期を１年としています。

・取締役の業務執行については、取締役会規程に定められている事項とその付
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議基準及び決裁権限基準に該当する事項はすべて取締役会に付議し、日常の

職務執行については、組織規程及び職務権限分掌等に基づき権限の委譲が行

われ、それぞれの責任者がその権限により業務を遂行しています。
　

⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

・連結対象子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する

体制は、関係会社管理規程に基づき、当社の取締役会または経営会議への事

業内容の定期的な報告を求めます。

・連結対象子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制は、リスク管

理に関連する規定及びマニュアル等に基づいて、当社グループ全体のリスク

を適切に評価し、管理する体制を構築します。

・連結対象子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制は、関係会社管理規程に基づき、重要案件について事前協議を行

うなど、自主性を尊重しつつ、状況に応じて必要な管理を行ってまいります。

・連結対象子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制は、当社のコンプライアンス規程及びコンプラ

イアンス・マニュアルによりグループ全体のコンプライアンス体制を構築し

ます。
　

⑥財務報告の適正性を確保するための体制

・適正な会計処理及び財務報告を確保することができる内部統制システムを構

築・整備し、これを適正に運用しています。

・内部監査部門が、当社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、

その有効性評価を実施、確認を行っています。

・財務報告に関する規程の整備・業務手順の明確化を行い、毎年、その整備・

運用状況の評価を行っています。
　

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項

・監査役の職務を補助すべき監査役スタッフについては必要に応じて適宜選任

するものとし、監査役スタッフは監査役会の指揮命令のもとで職務を遂行し

ます。
　

⑧監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査

役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役スタッフの選任、異動及び人事考課については監査役会の意見を聴取

し、これを尊重します。
　

⑨取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関

する体制

・取締役及び使用人は、監査役会規程及び監査役監査基準に従い、会社に著し
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い損害を及ぼす恐れのある事実があるとき、役職員による違法または不正な

行為を発見したとき及びその他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生

じたときは監査役会に報告及び情報提供を行います。
　

⑩監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

・監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な

取扱いを行うことを禁止し、これをグループ全員に周知・徹底させます。
　

⑪監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役の職務の執行について生ずる費用は当社で負担します。
　

⑫その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・常勤監査役は、取締役会及び経営会議の他、重要な意思決定の過程及び業務

の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、稟議書その他

の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人

にその説明を求めます。

・社外監査役は、取締役会に出席するとともに、常勤監査役と同様に稟議書そ

の他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使

用人にその説明を求めます。

・社外監査役は、企業活動に対する見識が豊富な方に就任いただき、経営トッ

プに対する独立性を保持しつつ、的確な業務監査が行える体制とします。
　
(２)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①取締役の職務執行

・取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行動す

るように徹底しております。当連結会計年度におきましては、定時取締役会

を12回、臨時取締役会を５回、経営会議を12回開催しております。
　

②監査役の職務執行

・監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するととも

に、取締役会・経営会議への出席や代表取締役、会計監査人及び内部監査部

門との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内

部統制の整備及び運用状況を確認しております。
　

③内部監査の実施

・内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施しております。
　

④財務報告に係る内部統制

・財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、内部統制評価を実施しており

ます。
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

連 結 子 会 社 の 数………2社

連 結 子 会 社 の 名 称………スリーエフ・オンライン㈱

㈱エル・ティーエフ

２．持分法の適用に関する事項………持分法適用会社は存在いたしません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日………連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券

・時価のあるもの………連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

②た な 卸 資 産

商 品………売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）

ただし、ファストフードは最終仕入原価法(収益性の低下による

簿価切下げの方法)

貯 蔵 品………最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(２)重要な減価償却資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産………定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について

は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～39年

工具、器具及び備品 4～20年

機械及び装置 17年

(３)重要な引当金の計上方法

①貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

②賞 与 引 当 金………従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準

により計上しております。

５．その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法 ………税抜方式
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連結貸借対照表に関する注記

資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産

建物 277百万円

工具、器具及び備品 84百万円

機械及び装置 2百万円

　
連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 7,707,095 - - 7,707,095

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 132,536 20 - 132,556

　

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 20株

３．配当に関する事項

(１)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額

(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2020 年 4 月 16 日
取締役会

普通株式 22 3.00 2020 年 2 月 29 日 2020 年 5 月 8 日

2020 年 10 月 8 日
取締役会

普通株式 37 5.00 2020 年 8 月 31 日 2020 年 11 月 2 日

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となる

もの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年4月15日
取締役会

普通株式 利益剰余金 37 5.00 2021 年 2 月 28 日 2021 年 5 月 7 日

― 5 ―

2021年04月16日 15時51分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、余剰資金については安定性の高い短期の金融資産（預金）で運用し、また、

資金調達については、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結し

ております。

(２)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収入金は取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、

取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による貸倒懸念の早期把

握を図っております。

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒さ

れておりますが、定期的に時価や発行会社の財務状況等を監視し、そのリスク状況を勘案して、

保有状況を継続的に見直すことで、リスクの軽減を図っております。

敷金及び保証金は物件所有者の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、物

件所有者ごとに残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による貸倒懸念の早期把握を図

っております。

営業債務である買掛金、未払金は、１年以内の支払期日であります。

長期預り保証金は転貸借契約による保証金であり、契約期間終了後に返還するものでありま

す。

(３)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

2021年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません

（（注２）参照）。

連結貸借対照表

計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

（１）現金及び預金 3,756 3,756 -

（２）未収入金 150 150 -

（３）投資有価証券（その他有価証券） 39 39 -

（４）敷金及び保証金 138 135 △2

資産計 4,084 4,082 △2

（１）買掛金 79 79 -

（２）未払金 217 217 -

負債計 296 296 -

　
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

（１）現金及び預金、並びに（２）未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

（３）投資有価証券
投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

（４）敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現
在価値により算定しております。

負債

（１）買掛金、及び（２）未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

　
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）

敷金及び保証金（※１） 156

長期預り保証金（※２） 37

（※１）敷金及び保証金のうち、償還予定が合理的に見積れず、時価を把握することが極めて
困難と認められるものについては、「資産（４）敷金及び保証金」には含めておりません。

（※２）長期預り保証金は、返還予定が合理的に見積れず、時価を把握することが極めて困難
と認められるものであります。
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１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額…………………………… 514円25銭

２．１株当たり当期純損失………………………… △３円13銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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個別注記表

重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

①子 会 社 株 式………移動平均法による原価法

②そ の 他 有 価 証 券………時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平

均法により算定）

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商 品………売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

ただし、ファストフードは最終仕入原価法(収益性の低下による簿価

切下げの方法)

②貯 蔵 品………最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産………定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～39年

工具、器具及び備品 4～20年

機械及び装置 17年

４．重要な引当金の計上方法

①貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞 与 引 当 金………従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準により

計上しております。

５．その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法 ………税抜方式
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貸借対照表に関する注記

１．資産から直接控除した減価償却累計額

有形固定資産

建物 277百万円

工具、器具及び備品 84百万円

機械及び装置 2百万円

２．関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権 ……… 117百万円

　
損益計算書に関する注記

関係会社との取引

営 業 収 入 ……………………………292百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株式の種類
当 事 業 年 度 期 首
株 式 数

増加 減少
当 事 業 年 度 末
株 式 数

普通株式(株) 132,536 20 - 132,556

　

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 20株
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

賞 与 引 当 金 5百万円

貸 倒 引 当 金 12百万円

減 損 損 失 97百万円

子 会 社 株 式 評 価 損 325百万円

資 産 除 去 債 務 3百万円

税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 628百万円

そ の 他 1百万円

繰延税金資産小計 1,074百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △628百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △445百万円

評価性引当額小計 △1,074百万円

繰延税金資産合計 -百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3百万円

繰延税金負債合計 △3百万円

繰延税金資産の純額 △3百万円

関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の
内容

又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
(名)

事業上
の関係

子会社

㈱ エ ル ・

テ ィ ー エ

フ

横 浜 市

中区
50

コ ン ビ ニ

エ ン ス ス

トア事業

51％ 兼任
1

従業員

の出向

業務受

託

設備の

貸与

出 向 料 の

受取※1
599

未収入金 117
業 務 受 託

※2
68

設 備 使 用

料 の 受 取

※3

22

(注)１．取引条件及び取引条件等の決定方法等は、以下のとおりであります。

（㈱エル・ティーエフ）
※1 出向料の受取については、出向元の給与を基準に双方協議の上決定しております。
※2 業務受託料については、当社の運営費用及び業務内容を勘案して決定しております。
※3 設備使用料については、減価償却費及び公租公課の発生見込み額を基準に決定してお

ります。
２．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。
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１株当たり情報に関する注記

1．1株当たり純資産額 …………………………… 454円00銭

2．1株当たり当期純損失 ……………………………△４円05銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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